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MyJCB利用者規定（セブン銀行用） 

 

第 1 条（MyJCBサービス） 

株式会社ジェーシービー（以下「JCB」といいます。）および株式会社セブン銀行（以下「当社」

といいます。）が、両社所定のWEBサイトである「MyJCB」において提供するサービスを「MyJCBサ

ービス」（以下「本サービス」といいます。）といいます。 

第 2 条（利用申込・登録等） 

1.お客さまは、本規定を承認のうえ、本サービスの利用を申込むものとします。 

2.「デビットサービス規定」に基づき、デビットサービスに関するお客さまと当社の契約が成立

した場合に、両社は前項によるお客さまの申込みを承認し、本サービスの利用登録が完了するも

のとします。 

3.前項に基づき利用登録が完了した場合、お客さまは、「セブン銀行取引規定」に定めるダイレク

トバンキングサービスへログイン後、ダイレクトバンキングサービス内の画面を経由してMyJCB

にログイン（以下「シングルサインオン」といいます。）できるものとします。 

4.お客さまは、両社所定の方法で申込むことにより、ダイレクトバンキングサービス内の画面を

経由することなく、MyJCBに直接ログイン（以下「直接ログイン」といいます。）することがで

きます。この場合、両社が申込みを承認し、お客さまを特定する番号（以下「ID」といいます。）

を発行した時点で直接ログインの利用登録が完了します。なお、直接ログイン等で必要となるパ

スワード（以下「MyJCBパスワード」といいます。）はお客さまが任意に指定するものとします。 

5.前項に基づき直接ログインの利用登録が完了した場合、お客さまは、シングルサインオンと直

接ログインの両方の手段で本サービスをご利用できるものとします。 

6.IDおよびMyJCBパスワードは、MyJCBにログイン後の所定の画面でお客さまが任意に変更できる

ものとします。 

7.お客さまは、両社所定の方法で申請することにより、本サービスの利用を中止することができ

ます。この場合、シングルサインオンによるご利用か直接ログインによるご利用かに関わらず、

本サービスの利用を中止するものとします。 

第 3 条（利用方法） 

両社は、お客さまがMyJCBの所定の画面で入力したIDおよびMyJCBパスワードと両社が管理してい

るIDおよびMyJCBパスワードの一致を確認することにより、その入力者をお客さま本人と推定し、

本サービスの利用を認めるものとします。なお、シングルサインオンの場合は、ダイレクトバン

キングサービス所定の方法にてお客さま本人と推定することにより、本サービスの利用を認める

ものとします。 

第 4 条（本サービスの内容） 

1.本サービスの内容は、以下のとおりとします。 

（1）当社が提供する、①ご利用代金明細照会、②ご利用限度額の照会・変更、③メール配信、④

その他のサービス 

（2）JCBが提供する、①チケットJCB、②メール配信、③その他のサービス 



  
 

2 

 

（3）両社が提供する、①J/Secure（TM）、②キャンペーン登録・キャンペーン情報照会、③その

他のサービス 

2.両社は、当社またはJCB所定のホームページ等における公表または電子メール等で通知のうえ、

本サービスの内容を変更もしくは本サービスを中止または終了することができるものとします。 

3.本サービスのご利用にあたって、お客さまは、本規定のほか、MyJCBの画面等において表示する

本条第1項の各サービスにおけるご案内、注記事項および別に定める規定等に従うものとします。 

第 5 条（お客さまに対する通知） 

1.当社またはJCBは、お客さまが両社所定の方法により届出たメールアドレスを、お客さまに対す

るMyJCBに関する通知に利用できるものとします。 

2.お客さまは、届出たメールアドレスを常に受信可能な状態にすることとし、メールアドレスを

変更する場合は、両社所定の方法で届出るものとします。当該届出がないため、当社またはJCB

からの通知が到着しなかった場合といえども、通常到着すべきときに到着したものとみなします。

ただし、お客さまにやむを得ない事情がある場合はこの限りではないものとします。 

第 6 条（特定加盟店への情報提供サービス） 

一部の加盟店（以下「特定加盟店」といいます。）において、お客さまがIDおよびMyJCBパスワー

ドを入力することにより、その入力者がお客さま本人であると推定できるとする認証結果、また

はそれに加えてお客さまのおなまえ・デビット番号・カードの有効期限・口座番号等の情報がJCB

より特定加盟店に提供されることに同意するものとします。なお、お客さまは、特定加盟店のWEB

サイト等において、自ら特定加盟店のサービス内容等を確認し、特定加盟店との間で直接契約を

締結するものとし、当該サービス内容等および当該契約等について両社は一切責任を負わないも

のとします。 

第 7 条（本サービスの一時停止・中止） 

1.両社は、天災、事変、その他の非常事態が発生し、もしくは発生する恐れのあるときは、事前に

公表またはお客さまに通知することなく、本サービスの全部または一部の提供を停止する措置を

取ることができるものとします。 

2.両社は、システムの保守等、本サービスの維持管理またはセキュリティの維持に必要な対応を

行うため、必要な期間、本サービスの全部または一部の提供を停止できるものとします。この場

合、両社は、事前に当社またはJCB所定のホームページ等で公表またはお客さまに通知します。

ただし、セキュリティの確保、システム負荷集中の回避等の緊急を要する場合においては、事前

の公表および通知をすることなく、本サービスの全部または一部の提供を停止できるものとしま

す。 

3.両社は、前二項に基づく本サービスの停止に起因してお客さまに生じた損害について、一切責

任を負わないものとします。 

第 8 条（お客さまの管理責任） 

1.お客さまは、IDおよびMyJCBパスワードの使用・管理について他人に知られないように善良なる

管理者の注意をもって厳重に管理するものとします。 
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2.お客さまがIDおよびMyJCBパスワードを第三者に使用されたことによる損害は、両社の故意また

は過失による場合を除き、両社は一切責任を負わないものとします。 

 

第9条（禁止事項） 

お客さまは、以下の行為を行ってはならないものとします。 

（1）IDおよびMyJCBパスワードを第三者に譲渡または使用させる行為 

（2）他人のID、MyJCBパスワードを使用する行為 

（3）本サービスに基づく権利または義務を第三者に譲渡または承継させる行為 

第10条（知的財産権等） 

本サービスの内容またはMyJCBのWEBサイトを構成する著作物等に係る著作権、商標権その他の知

的財産権等は、すべて当社、JCBその他の権利者に帰属するものであり、お客さまはこれらの権

利を侵害し、または侵害する恐れのある行為をしてはならないものとします。 

第11条（利用制限・登録抹消） 

両社は、お客さまが次のいずれかに該当する場合、何らの勧告または通知を要することなく、利

用登録を抹消してお客さまのIDを無効とすることができるものとし、または、お客さまの本サー

ビスの利用を制限または中止することができるものとします。 

（1）「デビットサービス規定」に基づきデビットサービスを解約した場合 

（2）本規定に違反した場合 

（3）利用登録時に虚偽の申請をした場合 

（4）デビットサービスにかかる債務の支払または義務の履行を行わなかった場合 

（5）MyJCBパスワードの入力を連続して誤り、ログインエラーとなった場合 

（6）その他両社がお客さまとして不適当と判断した場合 

第12条（免責） 

1.両社は、本サービスに使用する電子機器、ソフトウェア、暗号技術などにつき、その時点におけ

る一般の技術水準に従って合理的なシステムを採用し、保守および運用を行うものとしますが、

両社はその完全性を保証するものではありません。 

2.両社は、故意または重大な過失による場合を除き、お客さまに生じた逸失利益および特別な事

情により生じた損害について一切責任を負わないものとします。また、いかなる場合であっても、

両社が予測し得ない特別な事情により生じた損害について一切責任を負わないものとします。 

第13条（定義） 

本規定において、「デビットサービス規定」において定義されている用語が使用されている場合、

文脈上、異なった意味に解するべき場合を除いて、「デビットサービス規定」における定義と同

じ意味を有するものとします。 

第14条（本規定の変更） 

1.本規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる

場合には、当社ホームページへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更

できるものとします。 
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2.前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。 

第15条（本規定の優越） 

本サービスの利用に際し、当社またはJCBもしくは両社が別に定める他の規定等と本規定の内容

が一致しない場合は、本規定が優先されるものとします。 

第16条（準拠法および合意管轄） 

1.本規定の準拠法は日本法とします。 

2.本規定に関して当社と訴訟が生じた場合、東京地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。 

3.本規定に関してJCBと訴訟が生じた場合、JCBの本社、支社、営業所の所在地を管轄する簡易裁

判所または地方裁判所を合意管轄裁判所とします。 

 

（2024年10月1日改定） 

 

 




